
デジタルコンテンツ委員会デジタルコンテンツ委員会

１．著作権法上の諸問題１．著作権法上の諸問題
著作権法制度、著作権法領域における判例、その他デジタルコンテンツに関する周辺法領域の調査・研究及び意見発信

２．デジタル化・ネットワーク化とコンテンツに関わる法的問題２．デジタル化・ネットワーク化とコンテンツに関わる法的問題
電子商取引・情報財取引における知的財産権問題、コンテンツ流通に関する法的問題（コンテンツ仲介者の責任等）

コンテンツコンテンツ

立法立法立法

著作権著作権
周辺権利・法制度周辺権利・法制度

・委員数

 

31名
・月１回の委員会開催

・委員数

 

31名
・月１回の委員会開催

2008年度の活動テーマ20082008年度の活動テーマ年度の活動テーマ

2008年度の主な取組み・アウトプット20082008年度の主な取組み・アウトプット年度の主な取組み・アウトプット

④その他
・各会員企業におけるデジタルコンテンツとの関わりを紹介し、意見交換
・JIPA知財研修「入門コース（著作権法）」への講師派遣
・『知財管理』誌（2008年5月号）に、「引用」について論文寄稿⇒下をご覧ください

行政行政行政 司法司法司法

②活動テーマに関する“行政”の動向把握
・知的財産戦略本部、文化庁、総務省、経済産業

 
省等における著作権等に関する検討状況を

 
ウォッチ

 
・「デジタル・ネット時代における知財制度の在り

 
方について

 

報告案」及び「文化審議会著作権

 
分科会法制問題小委員会

 

平成20年度・中間ま

 
とめ」について、意見書を提出

 
⇒右のパネルをご覧ください

②活動テーマに関する“行政”の動向把握
・知的財産戦略本部、文化庁、総務省、経済産業

 
省等における著作権等に関する検討状況を

 
ウォッチ

・「デジタル・ネット時代における知財制度の在り

 
方について

 

報告案」及び「文化審議会著作権

 
分科会法制問題小委員会

 

平成20年度・中間ま

 
とめ」について、意見書を提出

⇒右のパネルをご覧ください

①活動テーマに関する“立法”の動向把握
・著作権法その他関連法の立法の動向をウォッチ

 
（例：教科書バリアフリー法）

 

①活動テーマに関する“立法”の動向把握
・著作権法その他関連法の立法の動向をウォッチ

 
（例：教科書バリアフリー法）

①活動テーマに関する“司法”

 の動向把握

 ・毎月1～2件の判例を研究
(1) コンテンツ利用者向けサービス

 
に関する判例

 
-

 

録画ネット事件

 

-

 

ロクラク事件
-

 

まねきTV事件

 

-

 

MYUTA事件
(2) 保護期間に関する判例

-

 

ローマの休日事件
-

 

シェーン事件

 

–

 

黒澤映画事件
(3) その他
⇒右のパネルをご覧ください

①活動テーマに関する“司法”

 の動向把握
・毎月1～2件の判例を研究
(1) コンテンツ利用者向けサービス

 
に関する判例
-

 

録画ネット事件

 

-

 

ロクラク事件
-

 

まねきTV事件

 

-

 

MYUTA事件
(2) 保護期間に関する判例

-

 

ローマの休日事件
-

 

シェーン事件

 

–

 

黒澤映画事件
(3) その他
⇒右のパネルをご覧ください

著作権法における「引用」について

 
（『知財管理』

 

Vol.58, No.5 2008, p.667-672）著作権法における「引用」について著作権法における「引用」について

 
（（『『知財管理知財管理』』

 

Vol.58, No.5 2008, p.667Vol.58, No.5 2008, p.667--672672））

実務上のチェックリスト

□

 

引用する側とされる側に明瞭区分性

 があるか？

 □

 

引用する側が主、引用される側が従

 という主従関係があるか？

 □

 

引用されるのは公表された著作物

 か？

 □

 

引用の態様が公正な慣行に合致し

 ているか？

 □

 

報道、批評、研究その他の引用の目

 的上正当な範囲内か？

 □

 

引用される著作物について翻案（例

 えば要約等）を行っていないか？

 □

 

出所が明示されているか？

実務上のチェックリスト

□

 

引用する側とされる側に明瞭区分性

 があるか？

□

 

引用する側が主、引用される側が従

 という主従関係があるか？

□

 

引用されるのは公表された著作物

 か？

□

 

引用の態様が公正な慣行に合致し

 ているか？

□

 

報道、批評、研究その他の引用の目

 的上正当な範囲内か？

□

 

引用される著作物について翻案（例

 えば要約等）を行っていないか？

□

 

出所が明示されているか？

１．「引用」１．「引用」の要件の要件

（引用）
第三十二条

 

公表された著作物は、引用して利用することがで

 
きる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致する

 
ものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正

 
当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

 

（引用）
第三十二条

 

公表された著作物は、引用して利用することがで

 
きる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致する

 
ものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正

 
当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

（出所の明示）
第四十八条

 

次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定す

 
る著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と

 
認められる方法及び程度により、明示しなければならない。

 
一

 

第三十二条（中略）の規定により著作物を複製する場合
（以下、略）

（出所の明示）
第四十八条

 

次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定す

 
る著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と

 
認められる方法及び程度により、明示しなければならない。

一

 

第三十二条（中略）の規定により著作物を複製する場合
（以下、略）

（翻訳、翻案等による利用）
第四十三条

 

次の各号に掲げる規定により著作物を利用する

 
ことができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著

 
作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。

 
一

 

第三十条第一項、第三十三条第一項（同条第四項にお

 
いて準用する場合を含む。）、第三十四条第一項又は第三十

 
五条

 

翻訳、編曲、変形又は翻案

 
二

 

第三十一条第一号、第三十二条、第三十六条、第三十

 
七条、第三十九条第一項、第四十条第二項、第四十一条又は

 
第四十二条

 

翻訳

 
（以下、略）

（翻訳、翻案等による利用）
第四十三条

 

次の各号に掲げる規定により著作物を利用する

 
ことができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著

 
作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。

一

 

第三十条第一項、第三十三条第一項（同条第四項にお

 
いて準用する場合を含む。）、第三十四条第一項又は第三十

 
五条

 

翻訳、編曲、変形又は翻案
二

 

第三十一条第一号、第三十二条、第三十六条、第三十

 
七条、第三十九条第一項、第四十条第二項、第四十一条又は

 
第四十二条

 

翻訳
（以下、略）

■参考裁判例
・パロディ・モンタージュ事件（最高裁判

 

S55.3.28）
・バーンズ・コレクション事件（東京地判

 

H10.2.20）
・XO醤男と杏仁女事件（東京地判

 

H16.5.31）

「翻訳」はOKだが、
「翻案」はNG

２．「引用」に適用される２．「引用」に適用されるその他のその他の条文条文

出所の明示

 
が必要



「デジタル・ネット時代における知財制度の在り方について

 
報告案」 （2008年10月30日）「デジタル・ネット時代における知財制度の在り方について「デジタル・ネット時代における知財制度の在り方について

 
報告案」報告案」

 
（（20082008年年1010月月3030日）日）

デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会での検討結果 デジタルコンテンツ委員会意見書

１．コンテンツの流通促進方策１．コンテンツの流通促進方策
ネット上のコンテンツ流通促進のため、権利の集中管理、標準的な許諾
条件の策定など、契約による権利処理を促進するための取組を進める。

―

２．権利制限の一般規定（日本版フェアユース規定）の導入２．権利制限の一般規定（日本版フェアユース規定）の導入
限定列挙型の権利制限規定に加え、権利者の利益を不当に害しないと認められ

 
る一定の範囲内で、公正な利用を包括的に許容し得る権利制限の一般規定を導

 
入することが適当。一般規定が定められた後も、必要に応じて個別規定を追加。

一般規定導入の方向性に賛同するが、個別

 
規定との関係で反対解釈による不利益が生

 
じないような配慮が必要。立法にあたっては、

 
より予測性の高い制度設計を希望する。

３．ネット上に流通する違法コンテンツへの対策の強化３．ネット上に流通する違法コンテンツへの対策の強化
①コンテンツの技術的①コンテンツの技術的なな制限手段の回避に対する規制の在り方制限手段の回避に対する規制の在り方

コンテンツの経済的価値を損なう行為（アクセス・コントロール回避機器
の頒布等）について、国民の情報アクセスの機会の確保や国際的な動向に留意し

 
つつ、規制の在り方を見直し、違法ソフトの蔓延防止措置を講ずる。

趣旨には賛同するが、法的措置を講ずるに

 
あたっては現行制度の実効性の検証が不可

 
欠。

著作権法にアクセス・コントロールの回避の

 
問題を位置付けることには慎重であるべき。

②②インターネット・サービス・プロバイダインターネット・サービス・プロバイダの責任の在り方の責任の在り方

自主的な取組の発展と併せて、制度上の見直しと実効性のある方策の構築が必

 
要。（例：①動画投稿サイト運営者等に技術的侵害防止措置の導入を義務付け、

 
②著作権侵害防止措置を導入している等の一定の要件を満たす事業者を免責）

プロバイダ責任制限法の改正ではなく、現行

 
枠組みの延長線上で民間の自主的な取組を

 
広げていくことが望ましい。技術的侵害防止

 
措置の導入義務付けは慎重に検討すべき。

③著作権法におけるいわゆる「間接侵害」への対応③著作権法におけるいわゆる「間接侵害」への対応

ユーザの著作権侵害を助長する行為、いわゆる「間接侵害」の明確化に関する検

 
討を早急に進め、行為主体の考え方を始め差止請求の範囲を明確にすること等

 
が必要。

―

④国際的な制度調和等④国際的な制度調和等

国際裁判管轄について、国内法の整備の検討を踏まえ、国際的制度調和を図る。

 
海外侵害対策について、模倣品・海賊版拡散防止条約の実現に向けて取り組む。

―

法制問題小委員会での検討結果 デジタルコンテンツ委員会意見書

１．１．「デジタルコンテンツ流通促進法制」「デジタルコンテンツ流通促進法制」
過去のTV番組等のインターネットでの二次利用の円滑化について、
十分な調査をしても権利者不明の場合一定の条件で利用を認める。

―

２．２．私的使用目的の複製の見直し私的使用目的の複製の見直し
プログラムの著作物等、録音・録画以外の著作物の私的複製について、権利者の

 
不利益があると推察される分野がある。

私的録音録画小委員会の検討状況（違法複製物、違法サイトからの私的複製を

 
30条の適用除外とする）を踏まえて、私的複製の範囲を見直す。

プログラムの著作物も30条の適用除外の議

 
論の対象に含めることに異論なし。

違法複製物や違法サイトからの私的複製等

 
については利用者の立場に十分な配慮を。

３．３．リバース・エンジニアリングに係る法的課題リバース・エンジニアリングに係る法的課題
相互運用性の確保、障害の発見等の目的で行う
リバース・エンジニアリングについて、権利制限。

その他プログラム開発の目的で行うリバース・エンジニアリングは、引き続き検討。

権利制限を行うことに賛同。但し、解析対象

 
となるプログラムの権利者の利益を不当に害

 
しないよう配慮が必要。

個別規定で十分に対応できない行為につい

 
ては、一般規定の導入により対応。

４．研究開発における情報利用の円滑化４．研究開発における情報利用の円滑化
情報解析分野の研究開発について、権利制限。

その他の研究開発分野について、引き続き検討。

権利制限を行うことに賛同。但し、予見性を

 
高めるために、対象となる技術の範囲を明確

 
にすべき。対象を“非営利”の研究等に限定

 
しない考えに賛成。

５．機器利用時・通信過程における蓄積等の取扱い５．機器利用時・通信過程における蓄積等の取扱い
機器利用時における蓄積、通信過程における蓄積等
について、権利制限。

権利制限を行うことに賛同。将来の技術の進

 
展に対して柔軟に対応できるような規定振り

 
に。違法流通については、事業者に過度な

 
負担を負わせないで。

６．その他の検討事項６．その他の検討事項
権利制限の一般条項について、議論の動向を見守り、必要に応じて検討。

権利制限の一般条項（日本版フェアユース規

 
定）を早期に導入してほしい。

「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会

 
平成20年度・中間まとめ」

 
（2008年10月9日）「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会

 
平成平成2020年度・中間まとめ」年度・中間まとめ」

 
（（20082008年年1010月月99日）日）



侵害否定侵害否定侵害肯定侵害肯定

裁判所は、以下の二つの要素を考慮して利用主体（侵害主体）を判断

①管理・支配性 ・・・

 
事業者がユーザによる著作物の利用行為を管理・支配しているか？

②利益帰属性

 
・・・

 
サービス提供により利益を得ているか？

まねきＴＶ事件

（知財高判H20.12.15）

まねきＴＶ事件

（知財高判H20.12.15）

選撮見録事件

（大阪高判

 

H19.6.14）

選撮見録事件

（大阪高判

 

H19.6.14）

事業者は物理的設備
の単なる提供

利用主体はユーザ

侵害が否定された唯
一の事案

マンション入居
者が主体となる
も、規範的な意
味で事業者が主
体と評価

TV番組の視聴に関する判例

音楽ファイルの保存に関する判例

コンテンツ利用者向けサービスに関する判例コンテンツ利用者向けサービスに関する判例コンテンツ利用者向けサービスに関する判例

録画ネット事件

（知財高決H17.11.15）

録画ネット事件

（知財高決H17.11.15）

ロクラク事件

（東京地判

 

H20.5.28）

ロクラク事件

（東京地判

 

H20.5.28）

MYUTA事件

（東京地判

 

H19.5.25）

MYUTA事件

（東京地判

 

H19.5.25）

専用機・専用ソフトを
使いサービス提供

サービス料の徴収

利用主体は事業者

コンテンツ利用者向けサービスにおける著作権侵害

 
侵害行為の主体はサービス提供事業者？

カラオケ法理カラオケ法理

※各判例の詳細は、配布資料「コンテンツ利用者向けサービス関連判例比較表」を参照

著作権著作権のの保護期間の沿革保護期間の沿革

①旧著作権法

原則死後38年

1953年に公表された映画の著作物の保護期間19531953年に公表された映画の著作物の保護期間年に公表された映画の著作物の保護期間 自然人を著作者とする映画の著作物の保護期間自然人を著作者とする映画の著作物の保護期間自然人を著作者とする映画の著作物の保護期間

ローマの休日事件
（東京地決

 

H18.7.11）

ローマの休日事件
（東京地決

 

H18.7.11）
シェーン事件

（最高裁判

 

H19.12.18）

シェーン事件
（最高裁判

 

H19.12.18）
チャップリン映画事件

（知財高決

 

H20.2.28）

チャップリン映画事件
（知財高決

 

H20.2.28）
黒澤映画事件

（知財高判

 

H20.7.30）

黒澤映画事件
（知財高判

 

H20.7.30）

1953年に公表された映画の保護期間について、②と

 ③のいずれの法律が適用されるのかが争われたが、

 ②に基づき、2003年12月31日午後零時をもって保護

 期間は満了しており、③の適用による延長は認めら

 れないとの判断が下された。

②の施行前に創作された著作物には、15条（法人著

 作）と16条（映画の著作物の著作者）の規定が適用さ

 れず、自然人が著作者となる。
保護期間は、②の施行時に①と②を比較し、長い方

 を適用。さらに、③の施行時にそれと③を比較し、長

 い方を適用するとの判断が下された。

②の保護期間（50年）

2003.12.31

 

0:00PM

2004.1.1 0:00AM

S28(1953)

2023.12.31

適用

著作権の保護期間に関する判例著作権の保護期間に関する判例著作権の保護期間に関する判例

タイトル ①の満了日 ②の満了日 ③の満了日

サニーサイド 2015.12.31 1969.12.31 1989.12.31

独裁者 2015.12.31 1990.12.31 2010.12.31

ライムライト 2015.12.31 2002.12.31 2022.12.31③の保護期間（70年）×
公
表

↑チャップリン映画の例

現行著作権法

②S45年改正

 
死後50年に延長

法人著作、映画等は公表後50年

②S45年改正

 
死後50年に延長

法人著作、映画等は公表後50年
③H15年改正

映画のみ公表後70年に延長

③H15年改正

映画のみ公表後70年に延長



録画ネット事件
（知財高決 H17.11.15
差止仮処分）

ロクラク事件
（東京地判 H20.5.28
差止等請求）

まねきＴＶ事件
（知財高判 H20.12.15
差止等請求）

選撮見録事件
（大阪高判 H19.6.14
差止等請求）

MYUTA事件
（東京地判 H19.5.25
差止請求権不存在確認）

原告/債権者 被抗告人Ｘ（放送事業者） 原告Ｘ１～Ｘ10
（いずれも放送事業者）

控訴人Ｘ１，Ｘ２，Ｘ３，Ｘ４，Ｘ５，Ｘ６
（いずれも放送事業者）

被控訴人Ｙ（サービス提供事業者）

システム構成

著作権侵害の
有無

○テレビ番組を利用者のテレビパソ
コンに録画することは複製権を侵
害

○親機により放送番組を受信録画し、
子機へ送信する行為は、複製権及
び著作隣接権を侵害

○BSは各ユーザからユーザ自身へ
の「１対１」の送信を行う機能を有
するに過ぎず、自動公衆送信装置
に該当しないため、被控訴人の行
為は公衆送信権、送信可能化権を
侵害しない

○サーバへの録画は放送の送信
可能化と評価できる（複製権及
び公衆送信権を侵害）

○サーバへの音楽ファイルの複製
と携帯へのダウンロードが複製
権及び公衆送信権を侵害
- サーバ＝自動公衆送信装置
- 登録すれば誰でも利用できる＝
不特定の者（＝公衆）への送信

○各ユーザが放送の受送信主体
○被控訴人（サービス提供者）は、
各ユーザに放送波のデジタルデー
タを送信するか否かの決定に関与
していないため、送信主体というこ
とはできない（=利用主体性否定）
- 被控訴人の送信行為は、アンテナ
～ベースステーション（BS）間で行
われるのみであり、BS～モニター
間の送信は、ユーザ自身の指令に
よりなされる

請求棄却（差止認めず）
※原審支持。仮処分においても地裁、
高裁が同趣旨の却下決定

被控訴人Ｘ１，Ｘ２，Ｘ３，Ｘ４，Ｘ５
（いずれも放送事業者）

原告Ｘ（サービス提供事業者）

被告/債務者 抗告人Ｙ（サービス提供事業者） 被告Ｙ（サービス提供事業者） 控訴人Ｙ（集合住宅用映像記録配
信システム販売業者）

被告Ｙ（音楽著作権管理事業者）

著作物の利用
主体
（サービス提供
者等の管理・
支配性と利益
帰属性）

○抗告人（サービス提供者）が主体
- 専用ソフト/アクセス認証あり
- 録画システム全般を統括管理
- ユーザの録画行為も管理
- サービス提供による利益あり

○被告（サービス提供者）が主体
- 親機のほとんどが債権者の実質
的管理下にあり、一体として管理
- サービス提供により利益あり

○マンションの各入居者が主体で
あるが、控訴人（サービス提供
者）も規範的な意味で主体と評
価
- 保守管理の実態あり
- サービス提供による利益あり

○原告（サービス提供者）が主体
- 専用ソフト/アクセス認証あり
- 原告がサーバを所有管理し、
サーバへの複製等は本件サービ
スにおける極めて重要なプロセ
ス（サービスにおいて不可欠）
- 試用中につき無料だが、有料化
予定の事実認定あり

違法性阻却
（権利制限該
当性）

○抗告人の管理支配性が強く、
ユーザによる私的複製には該当
しない（地裁決定でのみ言及）

○本サービスによる放送番組の録画
は、ユーザにより私的使用目的で
行われるか否かと直接関連しない

○複製主体のマンション入居者の
予約した番組は1番組1箇所サー
バに記録され録画予約した入居
者で共用＝私的目的を超える

○サーバを所有管理しシステム設
計する原告が送信の主体→不特
定者が受信＝「1対1」といえない

結論 抗告棄却（差止認容）〔確定〕 請求認容(差止認容）
※仮処分においても同趣旨の決定

請求認容（差止認容）〔確定〕
※原審（主体をサービス機器設置
者とした上で法112条1項を類推適
用）とは異なる理論構成

請求棄却（差止認容）［確定］
※原告は訴訟前にサービスを一旦
終了している

インターネット回線

（自動公衆送信）

音楽
データ

ＭＰ３
ＷＭＡ

ＡＶＩ ３Ｇ２（３Ｇ２）

楽曲の音源 ユーザの携帯電話

ユーザのパソコン

複製

本件サーバからダウンロード

本件ユーザソフト

複製 複製 複製

楽曲の音源データの入手

① ② ③ ④ ⑤

本件サーバ

（送信可能化）

インターネット回線

複製

３Ｇ２

：あらかじめＭＰ３ファイル等をユーザのパソコンのハードディスクに蔵置する過程

：本件サーバからユーザの携帯電話にダウンロードする過程

：本件ユーザソフト（ＭＹＵＴＡ　専用　ＭＵＳＩＣ　ＵＰＬＯＡＤＥＲ）の処理する過程

サービス提供者事務所

パソコンパソコン

パソコンパソコン

パソコンパソコン

パソコンパソコン

パソコンパソコン

パソコンパソコン

パソコンパソコン

パソコンパソコン

パソコンパソコン

ルーター

ブースター

インターネット
回線

利用者
パソコン

利用者
パソコン

ハブ 分配器

パソコンは、サービス提供者が選定・調達したものに限られ、利用者が市販
のパソコンを購入し、それを利用してサービスに加入することはできない。

※

サービス提供者事務所（国内） 利用者宅（海外）

インターネット
回線

親機ロクラク 子機ロクラク

親機ファームウェア

ハードディスク

チューナー

ハードディスク

テレビモニタ

子機ファームウェア

①メール

②録画 ③データ転送

④視聴

集合住宅

サーバー

ハードディスク

チューナー

構内LAN

共用部分

各居住者

ビューワー

ビューワー

ビューワー

ビューワー

TV

TV

TV

TV
番組A録画領域

番組B録画領域

コンテンツ利用者向けコンテンツ利用者向けサービス関連判例サービス関連判例比較表比較表

※　利用者自らが購入した
ベースステーションをデータ
センターに送付して本件サー
ビスの提供を受ける

※

第8回JIPA知財シンポジウム
JIPAデジタルコンテンツ委員会
2009年1月30日




